
 

人権

の り りに  

 学  

  中学生 

  

  上であっても、相 の心を つけることはいじめにつながるということを認識し、 ましい

やり取りができるようにする。また、 などによる トいじめについて知り、加 者にならな

いためにどのようなことに気をつければよい 、また、 者になったときにどのようにすればよい

できるようにする。 

 の 

 ワークシート 

  

トいじめは、 ト のいじめよりも 面化しにくいことがあります。 トいじめは、

などで利 する で く行われているため、 者に 場を えません。 ト のい

じめであれば自 が 場 となって、 すれば一 的にでも できるでし う。し し

トは 間と場 を びません。学校 けではなく、 にいても でもいじめられるので、精神的

に追いつめられます。 き ん ことは っと る上、他の人に めるのも で、 くの人に ら

れてしまいます。 によっては、参加者し られ 、 などもできないので、いじめがあっ

たことが らわ らないことが を大きく にしています。 

ここでは、 の ー トークで を れるという をもとに し合いをします。 し

合いを通していじめの加 者にならないように、どんなことに 意が必要 し合います。また、実

際に トいじめの にあったときは、まわりの大人に相 したり、相 関を利 したりするな

ど、自分を追い めないような 段をとることが大切です。 

   

 学 の    

導  

分 

学習の確認（ 分） 

・ の れや 意 の 明を く。 

ー （ 分） 

「 きなものは 」 

・ きな について し合う。 

・ ー の ー全員が じ え

になる を し す。 

（ ） きな は 。 。 。 

   きな の は   

。ク ワ 。 

・ の れを に 明する。 

・ 学習の を える。 

・自分と なる意 が ても 定

せ 、受け止めるように促す。 

・ ー の 間と共通の きなものを し すことは しいことであると知り、そ

れぞれの きなものを認め合うことについて気づ せる。
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展開 

3 分 

ク （3 分） 

ク  

トいじめについての 明を

く。 

を んで考えたことを く。 

４人 度の ー で ったことを

え合い、気づいたことを く。 

ク  

を む。 

ク の ー トークに が

れていたとしたら、どう 応する

考えて く。 

や の が られていたら、

どう 応する 考えて く。 

自分が の を って しいと

われたら、どう 応する 考える。 

・ワークシートを する。 

・ を 持していない生徒

がいる場合は に 明し、で

きる で し合いに参加でき

るように促す。 

・実際に トいじめにあってい

る生徒がいる 性があること

を念 におきながら、生徒の様

をしっ り する。 

・本人が と っていなくて

も、相 が つくことがあるこ

とを理解させる。 

・ の が られていたらその

本人がどう うの 、どのよう

な があるの を考えながら

必要な 応を考えるよう促す。 

・もし、自分が って しいと

われて な いをして った

ら、一人で えるのではなく、

相 できること、あなたは く

ないことを える。 

・ワークシート 

まとめ 

分 

まとめ（ 分） 

・まとめの を く。 ・ をとおして生徒 ら され

た考えや記 をもとに、ねらい

をおさえ、まとめる。 

・いじめられていると ったら、

まわりの大人（教職員や保護

者）や、相 関に相 できる

ことを える。 

・資料 

参考資料など  

「 ト シー」とは の で が 定されてしまう も  教  

 ー ト上の 法・ に する 応（ 制 法） 省 

ー教 教 「 の上 な い方を考えよう 」 

神 教育 員会 神 本部 みらい  

 0 3  

・ ー トは 利な が集めやすい 面、 な や も く まれてい

る。また、全 に 開される 性上、一度発 してしまった は に り

けると考えるべきである。そのような を理解し、ト を しながら正し

く利 する 力が「 ト シー」である。

・いじめは いことで、いじめられた人は して くない。いじめは がされても

しいものであるので、 しいことはがまんせ に相 するようにする。
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ワークシート 

（   ）年（   ）組（    ）               

しいことですが、 学校や中学校でいじめが く きています。 ー トを った トい

じめも えています。 

トいじめには、い い な があります。たとえば、 などで を いたり、 した

り、 間は れにしたり、他の人に られたくない を したりするいじめがあります。また、

示 などに 人 を いたり、 になりすましていやがらせを きこん りするいじめもあります。 

でのやり取りについて 

ク

あなたの考えたこと、 ったことを きまし う。 

あるク の たちは、 じク の さんを し りし、 を で 形したり 

けさせたりして、どれが一 おもし い で い合って しんでいました。学校での

様 や に び して し りをし、本人には内 で、それを学校 がわ る形で、

動画や に するなどしていました。

ー で し合って、 たに気づいたことを きまし う。 
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ク の ー トークに の が されていたら、あなたはどうしたらよいと

います  

ク

ク の ー トークの中で が き まれていたら、あなたはどうしたらよいと

います  

もしあなたが、 の を って しいと われたら、どうします  

あるク の ー トークの中で、 じク の さんの が き まれていまし

た。「 は 」「 きもい」などのひどい が 十 も き まれていました。 さん

本人が「やめて しい」と えたとこ 、 ー の中のある ら、「 の を っ

たらやめてあ る」といわれ、 さんは自分の の を ってしまいました。
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資料 

参考資料  

とんどの人は を で利 していますが、「 なら ない う」は間 いです。 中

を き まれた は「 制 法」にもとづき、 営者（ ）に して発

者の の開示を 求する（ が き ん の 、 を求める）ことができる らです。 

制 法（ 定 気通 者の の制 及び発 者 の開示に関す

る法 平成2 年 正）の概要 

●権利 に関して、 が の を行わな

った場合・行った場合のそれぞれについて、 の

の 要 を 定 

●権利 に関して、 が保 する発 者の

の開示を 求できる権利を 定 

● 中 の み等を 止 とし、これに する場合の

等を 定する利 者との の を 示 

●具体的に すべき や参 すべき を示した各

を作成

 

  

 

 

ト、 会い ト 

力的な 現 

体画 （人の尊厳を する ） 

自 を する み 

の の に  

 いが  

は 者である（ ） 

ト（ 作権 ） 

児童 ・わいせつ  

・ クの  

権  の の   

 

ト上で相 を つける き みをした場合、 （ や ）になる場合

があります。 

侮辱罪（刑法231条）は、事実を摘示せず

に、公然と、人を侮辱した場合に成立します。 

「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴

わないということであり、「ブス」「このハゲ！」

「デブ」などの誹謗中傷が該当します。 

名誉毀損罪（刑法 230 条）は、事実

を摘示し、公然と、人の社会的評価を低

下させた場合に成立します。 

いじめは いこと。いじめられた人は くない。いじめは れがされても しいもの。 し

いことはがまんしなくていい。いじめの しさ ら がれるために、自ら を つなんてこと

は にしないで、助けを求めてく さい。あなたは、 くありません。 

省 ー ー より 

81


